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  （百万円未満は切捨て） 

１．平成 23年 3月期第２四半期（中間期）の連結業績（平成 22年 4月 1日～平成 22年 9月 30日） 

（1）連結経営成績                            （％表示は、対前年中間期増減率） 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期中間期 15,318 4.0 2,747 ― 1,888 646.2

22年3月期中間期 14,724 2.0 199 △81.5 253 △82.1

経常収益 経常利益 中間純利益

 
 

円 銭 円 銭

23年3月期中間期 31 24 ― ―

22年3月期中間期 4 18 ― ―

1株当たり
中間純利益

潜在株式調整後
1株当たり
中間純利益

 
 

（２）連結財政状態 

総資産 純資産 自己資本比率
連結自己資本比率

（国内基準）

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

23年3月期中間期 1,026,942 65,332 6.1 1,035 60 15.21

22年3月期 1,006,791 64,332 6.1 1,011 63 14.78

1株当たり純資産

（参考）自己資本                     23 年 3月期中間期 62,598 百万円 22 年 3月期 61,157 百万円 

（注１）「自己資本比率」は、（期末純資産の部合計－期末少数株主持分）を期末資産の部合計で除して算出しております。 

（注２）「連結自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第 14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の

状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18年金融庁告示第 19号）」に基づき算出しております。 

 

２．配当の状況 

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 3 75 3 75 7 50

23年3月期 3 75

23年3月期（予想） 3 75 7 50―

―

―

―

合計

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末

 
（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

 

３．平成 23年 3月期の連結業績予想（平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 28,800 △4.3 5,000 56.9 2,500 33.5 41 11

経常収益 経常利益 当期純利益
1株当たり
当期純利益

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 

 

 

 



４．その他（詳細は、[添付資料]Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当中間期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規 ― 社 （社名） ―    除外 ― 社 （社名） ― 

（注）当中間期における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更：有 

② ①以外の変更       ：無 

（注）当中間期における「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載される中間連結財務

諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年 3月期中間期 60,809,700 株 22 年 3月期 60,809,700 株

② 期末自己株式数 23年 3月期中間期 363,472 株 22 年 3月期 355,346 株

③ 期中平均株式数（中間期） 23年 3月期中間期 60,450,232 株 22年 3月期中間期 60,475,331 株

 

 

（個別業績の概要） 

１． 平成 23年３月期第２四半期（中間期）の個別業績（平成 22年４月１日～平成 22年９月 30日） 

（１）個別経営成績                              （％表示は、対前年中間期増減率） 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期中間期 12,239 1.1 2,438 533.2 1,253 354.0

22年3月期中間期 12,106 1.5 385 △63.5 276 △80.3

経常収益 経常利益 中間純利益

 
 

円 銭

23年3月期中間期 20 72

22年3月期中間期 4 56

1株当たり中間純利益

 
 

（２）個別財政状態 

総資産 純資産 自己資本比率
単体自己資本比率

（国内基準）

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

23年3月期中間期 1,018,439 61,133 6.0 1,011 37 14.70

22年3月期 999,812 60,367 6.0 998 56 14.27

1株当たり純資産

（参考）自己資本                     23 年 3月期中間期 61,133 百万円 22 年 3月期 60,367 百万円 

（注１）「自己資本比率」は、期末純資産の部合計を期末資産の部合計で除して算出しております。 

（注２）「単体自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第 14条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の

状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18年金融庁告示第 19号）」に基づき算出しております。 

 

２．平成 23年 3月期の個別業績予想（平成 22年 4月 1日～平成 23年 3月 31日） 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 23,500 △4.7 4,600 48.3 1,850 12.7 30 42

経常収益 経常利益 当期純利益
1株当たり
当期純利益

※ 中間監査手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく中間監査手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点におい

て、金融商品取引法に基づく中間連結財務諸表及び中間財務諸表の中間監査手続は終了していません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・当行は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第 17条の 15第 2項に規定する事業を行う会社）に該当す

るため、第２四半期会計期間については、中間連結財務諸表および中間財務諸表を作成しております。 

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当行が現在入手している情報及び合理的であると判断す

る一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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１．当中間決算に関する定性的情報 
（１）連結経営成績に関する定性的情報 
   平成２２年上半期の日本経済は、前半は旺盛な新興国の需要による輸出の増加を背景とした生産

の増加や、設備投資の持ち直し、雇用・所得環境の改善等により、日銀は「改善の動きがしっかり

してきた」との判断を示しました。 
また、期の後半においては、猛暑やエコカー減税等の特需が膨らみ、足元の成長率を実力以上に

嵩上げし、７－９月期の実質経済成長率は前期比年率で２～３%の上昇に達するとの予測も出され

ております。 
しかし、８月に入ってからの急激な円高は、輸出や生産の拡大にブレーキをかける恐れがあり、

加えて、エコカー減税等の国内の政策効果の反動減が懸念されることから、年度後半にかけて景気

の回復が一時的に足踏みする「踊り場」に入る可能性があるとの見方も出ています。 
この間、政府・日銀は追加的な経済対策や６年半ぶりの為替介入により景気の下支えを行うとと

もに、今後も必要な場合は適時適切な追加緩和に動く構えを表明していますが、景気や金融市場の

動向など不透明要因が多く、難しい判断を迫られているといえます。 
当行グループの主たる営業基盤である北陸地区の経済動向につきましては、北陸財務局、日銀金

沢支店ともに「依然として厳しい状況にあるものの、着実に持ち直している」と総括判断を据え置

いていますが、急速な円高が「長期化すれば厳しい」との懸念もあり北陸経済も先行き予断を許さ

ない局面も予想されます。 
   このような金融経済環境のなかで、当行グループは適切な対応を図りながら、経営全般にわたる

一層の効率化、健全化に向けた取り組みを強化してまいりました結果、当期の連結経営成績は、以

下の通りとなりました。 
   経常収益は、有価証券利息配当金等が減少したことにより資金運用収益は減少しましたが、役務

取引等収益や有価証券償還益が増加したこと等により、１５３億１８百万（前年同期比４．０％増）

となりました。また、経常利益は２７億４７百万円（同１，２８０．４％増）、中間純利益は１８

億８８百万円（同６４６．２％増）となりました。 
 
（２）連結財政状態に関する定性的情報 
   譲渡性預金を含めた預金等につきましては、お客さまへのサービス向上を旨として営業基盤の拡

充に努めました結果、半期中に１２４億円増加し中間期末残高は９，１７７億円となりました。 
貸出金につきましては、個人向け住宅資金、地方公共団体ならびに地元中堅・中小企業を中心と

した資金需要に積極的にお応えしてまいりました結果、半期中に６９億円増加し中間期末残高は７，

０１９億円となりました。 
   有価証券につきましては、資金の効率運用のため、国債や地方債等の引受や購入に努めました結

果、半期中に５１億円増加し中間期末残高は２，４７７億円となりました。 
 
（３）業績予想に関する定性的情報 
   平成２３年３月期の業績予想につきましては、第２四半期の決算内容を踏まえ、連結ベースで経

常収益は２８８億円、経常利益は５０億円、当期純利益は２５億円を予想しております。なお、銀

行単体では経常収益は２３５億円、経常利益は４６億円、当期純利益は１８億５０百万円を予想し

ております。 
（ご参考） 
単体通期業績予想   （単位：百万円）

 今回公表計数 前回公表計数 増減額 
経常収益 ２３，５００ ２２，２００ １，３００

経常利益 ４，６００ ４，６００ ―

当期純利益 １，８５０ １，７５０ １００

連結通期業績予想   （単位：百万円）

 今回公表計数 前回公表計数 増減額 
経常収益 ２８，８００ ２７，０００ １，８００

経常利益 ５，０００ ５，０００ ―

当期純利益 ２，５００ １，７９０ ７１０
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２．その他の情報 
 （１）当中間期中における重要な子会社の異動の概要（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
    該当事項はありません。 
  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
①資産除去債務に関する会計基準の適用 

当中間連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。これにより、経常利益は5百万円、税金等調整前中

間純利益は１１３百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債

務の変動額は５６百万円であります。 

②表示方法の変更 

（中間連結損益計算書関係） 

     ｢連結財務諸表に関する会計基準｣（企業会計基準第22号平成20年12月26日）に基づく｢財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令｣（内閣府令第５号

平成21年3月24日）の適用により、当中間連結会計期間では、「少数株主損益調整前中間純利益」

を表示しております。 

 

 （３）記載金額の表示 
中間連結財務諸表及び中間財務諸表における記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示してお

ります。 
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（５） 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

（６） セグメント情報

当中間連結会計期間（自平成22年4月１日  至平成22年9月30日）

1. 報告セグメントの概要

　当行グループの報告セグメントは、当行グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会等において、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。

　当行グループでは、当行及び富山ファースト・ビジネス株式会社が銀行業務を展開し、富山ファースト・リース

株式会社がリース業務を展開しております。

　したがって、当行グループは「銀行業」と「リース業」の２つを報告セグメントとしております。

2. 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

銀 行 業 リ ー ス 業 計

外部顧客に対する経常収益 12,132 2,925 15,058 260 15,318 - 15,318

セグメント間の内部経常収益 144 128 273 23 296 (296) （-）

計 12,277 3,053 15,331 283 15,615 (296) 15,318

2,440 217 2,657 100 2,757 (9) 2,747

（注）
1． 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2． 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業務及び信用保証業務等を

含んでおります。
3． セグメント利益の調整額△9百万円は、セグメント間取引消去であります。
4． セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

中間連結損
益計算書計
上額

(単位：百万円）

セグメント利益

経常収益

合計 調整額
報告セグメント

その他
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中間連結財務諸表の作成方針 

 

（１）連結の範囲に関する事項 

①連結される子会社及び子法人等       ４社 

会社名 

富山ファースト・ビジネス（株） 

富山ファースト・リース（株） 

富山ファースト・ディーシー（株） 

（株）富山ファイナンス 

    なお、富山ファースト機販（株）は富山ファースト・リース（株）と合併いたし

ました。 

②非連結の子会社及び子法人等 

該当ありません。 

（２）持分法の適用に関する事項 

該当ありません。 

（３）連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

①連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。 

６月末日     １社 

９月末日     ３社 

②連結される子会社及び子法人等については、それぞれの中間決算日の中間財務諸表

により連結しております。 

中間連結決算日と上記の中間決算日との間に生じた重要な取引については、必要

な調整を行っております。 

（４）開示対象特別目的会社に関する事項 

該当ありません。 
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

１．会計処理基準に関する事項 

（１）商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行

っております。 

（２）有価証券の評価基準及び評価方法 

（イ）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原

価法（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては中間連結決

算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価

を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原

価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理

しております。 

（ロ）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(イ)

と同じ方法により行っております。 

（３）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

（４）減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建

物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積

額を期間により按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ２１年～２４年 

その他        ４年～２０年 

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年

数に基づき、主として定率法により償却しております。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウ

エアについては当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間

（主として５年）に基づいて償却しております。 

③リース資産 

該当ありません。 

（５）貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上

しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻

先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻
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先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減

額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控

除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今

後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」とい

う。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証によ

る回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断

し必要と認める額を計上しております。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大

口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フロー

を合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸

出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒

引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸

倒実績率等に基づき計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実

施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定

結果に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額

から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取

立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は９，９３５百万円

であります。 

連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸

倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。 

（６）役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の

支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。 

（７）退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において

発生していると認められる額を計上しております。また、数理計算上の差異の費

用処理方法は、発生の翌期に期間により按分して費用処理しております。 

（８）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 

睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻

請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見

込額を引当てております。 

（９）偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払に備えるため、将来発生す

る可能性のある負担金支払見込額を偶発損失引当金として計上しております。 
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（10）外貨建資産・負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付し

ております。 

（11）収益及び費用の計上基準 

ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準 

リース料受取時に経常収益と経常費用を計上する方法によっております。 

（12）重要なヘッジ会計の方法 

（イ）金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、ヘ

ッジ手段として各取引毎に個別対応のデリバティブ取引を行う「個別ヘッジ」を

実施して、繰延ヘッジによっております。当行のリスク管理方法に則り、ヘッジ

指定を行いヘッジ手段とヘッジ対象を一体管理するとともに、ヘッジ手段によっ

てヘッジ対象の金利リスクが減殺されているかどうかを検証することでヘッジの

有効性を評価しております。 

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号。）に規定する繰延ヘッジ

によっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等

の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引

等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手

段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性

を評価しております。 

（13）消費税等の会計処理 

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税

等は当中間連結会計期間の費用に計上しております。 

 

２．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上

の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準） 

  当中間連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18

号平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、経常利益は5百万円、税金等調整前中間純利益は１１３百万円減少し

ております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は５６百万
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円であります。 

 

表示方法の変更 

（中間連結損益計算書関係） 

  ｢連結財務諸表に関する会計基準｣（企業会計基準第22号平成20年12月26日）に基

づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣

府令」（内閣府令第５号平成21年３月24日）の適用により、当中間連結会計期間で

は、「少数株主損益調整前中間純利益」を表示しております。 

 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

１．貸出金のうち、破綻先債権額は２，３２７百万円、延滞債権額は１４，７７１百

万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること

その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収

利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計

上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第

１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じてい

る貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の

経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出

金であります。 

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は３８百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から

３カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであり

ます。 

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は１，８４１百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし

て、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有

利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に

該当しないものであります。 

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合

計額は１８，９７９百万円であります。 

なお、上記１.から４.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

５．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理してお

ります。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外

国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま

すが、その額面金額は１６，３９４百万円であります。 

６．担保に供している資産は次のとおりであります。 
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担保に供している資産 

有価証券                    １０，６４３百万円 

担保資産に対応する債務 

預金                            ７５８百万円 

コールマネー及び売渡手形       ９，０００百万円 

借用金                                                   ５００百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券１４，２１２百万円を差

し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は１１百万円及び敷金は４６６百万円であります。 

７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実

行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定

の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融

資未実行残高は７９，８０７百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内

のものが７７，４４６百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資

未実行残高そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来の

キャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、

金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結

される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減

額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要

に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めて

いる行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、

与信保全上の措置等を講じております。 

８．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、当

行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金

相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した

金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日   

  平成11年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法  

  土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２ 

条第４号に定める算定方法に基づき、地価税法に規定する地価税の課税価格の 

算基礎となる土地の価格（路線価）を基準として時価を算出。 

９．有形固定資産の減価償却累計額             ９，１８３百万円 

10．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣

後特約付借入金１５，０００百万円が含まれております。 

11．｢有価証券｣中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）

による社債に対する保証債務の額は７，８４４百万円であります。 

12.  1株当たりの純資産額                              １，０３５ 円６０銭 
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（中間連結損益計算書関係） 

１．「その他経常費用」には、貸出金償却１１百万円、貸倒引当金繰入額１２４         

百万円及び株式等売却損７７８百万円を含んでおります。 

２．１株当たり中間純利益金額                  ３１ 円２４ 銭 

３．当中間連結会計期間において以下の資産について減損損失を計上しております。 

 

地域 主な用途 種類 減損損失(百万円)

営業用店舗 － － －
富山県内 

遊休資産  － － －

営業用店舗 １ｶ店 土地 ４６
富山県外 

遊休資産 － － －

合計    ４６

 

当行は、営業用店舗については最小区分である営業店単位（ただし、同一建物内

で複合店舗が営業している場合は、一体とみなす）で、又、遊休資産については、

おのおの個別に１単位としてグルーピングを行っております。本部、研修所、寮社

宅（個別店に限定出来るものは個別店に含める）、厚生施設等については共用資産

としております。 

平成11年３月31日に土地の再評価に関する法律に基づき、事業用土地の再評価

を行っておりますが、上記の営業用店舗については再評価後の地価の下落や、割引

前キャッシュ・フローの総額が再評価後の帳簿価額に満たないことから、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額（４６百万円）を減損損失として特別損失

に計上しております。 

当中間連結会計期間における減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売

却価額であります。正味売却価額は、原則として不動産鑑定評価に基づき、重要性

が乏しい不動産については、適切に市場価額を反映していると考えられる指標に基

づいて算定しております。 

 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：千株） 

 前連結会計年

度末株式数 

当中間連結会計

期間増加株式数

当中間連結会計

期間減少株式数

当中間連結会計

期間末株式数 
摘要 

発行済株式 

普通株式 60,809 60,809

合計 60,809 60,809

自己株式 

普通株式 355 9 1 363 注 

合計 355 9 1 363

（注）増加は単元未満株式の買取りによるものであり、減少は単元未満株式の買増請
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求に応じたものであります。 

 

２．配当に関する事項 

（１）当中間連結会計期間中の配当金支払額 

（決議） 株式の種類
配 当 金 の

総額 

１株当た

り配当額
基準日 効力発生日 

平成22年 6月 29日

定時株主総会 
普通株式 226百万円 3.75円 平成22年3月31日 平成22年6月30日

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間

連結会計期間の末日後となるもの 

（決議） 
株式の

種類 

配 当 金 の

総額 

配当の

原資 

１株当た

り配当額
基準日 効力発生日 

平成22年11月11日

取締役会 

普  通  

株  式
226百万円

利益  

剰余金
3.75円 平成22年9月30日 平成22年12月6日

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（単位：百万円） 

現金預け金                     ４４，９１３ 

日本銀行以外の他の銀行への預け金          △１，８２７ 

現金及び現金同等物                ４３，０８５ 

 

（金融商品関係） 

金融商品の時価等に関する事項 

平成２２年９月３０日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、

次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式

等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。 また、中間連結貸借対照表計上額

の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。 

（単位：百万円） 

 中間連結貸

借対照表計

上額 

時価 差額 

（1）現金預け金 44,913 44,913 －

（2）有価証券  

満期保有目的の債券 54,809 56,634 1,824

その他有価証券 191,124 191,124 －

（3）貸出金 

貸倒引当金（＊１） 

 701,997

△9,184

  

 692,813 704,121 11,308

資産計 983,660 996,794 13,133

（1）預金 917,717 918,686 968

（2）借用金 19,419 19,508 89

負債計 937,136 938,194 1,057
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（＊１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

資 産 

(１)現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を

時価としております。 

(２)有価証券 

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によ

っております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。 

自行保証付私募債は、貸出金に準ずる方法により、発行体の内部格付、期間に基づく

区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規引受を行った場合に想定される利率で割り引い

て時価を算定しております。 

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「（有価証券関係）」に

記載しております。 

(３)貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の

信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、

期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利

率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間（概ね 1 年以内）の

ものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャ

ッシュ･フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を

算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表価額から現在の貸

倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設

けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似

しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。 

 

負 債 

(１)預金 

要求払預金については、中間連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時

価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキ

ャッシュ･フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金

を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間（概ね 1 年

以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお

ります。 
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(２)借用金 

借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び

中間連結子法人等の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と

近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるも

のは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定

される利率で割り引いて現在価値を算定しております。 

なお、約定期間が短期間（概ね 1 年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額を時価としております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金

融商品の時価情報の「資産(２)その他有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区分 中間連結貸借対照表計上額 

非上場株式 (＊１) 1,737  

債券（＊２）   96  

合計 1,833  

（＊１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められることから時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２）当中間連結会計年度において、債券について１，００３百万円減損処理を行って

おります。 

 

（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券（平成22年９月30日現在） 

 

種類 

中間連結貸借

対照表計上額

（百万円） 

時 価 

（百万円）  

差 額 

（百万円）  

国  債 24,287 25,356 1,068

地方債 9,723 9,978 255

社  債 16,496 16,848 351

その他 1,519 1,735 216

時価が中間連結貸

借対照表計上額を

超えるもの 

小計 52,026 53,918 1,892

国  債 － － －

地方債 － － －

社  債 858 834 △23

その他 1,925 1,880      △44

時価が中間連結貸

借対照表計上額を

超えないもの 

小計 2,783 2,715 △67

合計 54,809 56,634 1,824
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２．その他有価証券（平成22年９月30日現在） 

 

 

種類 

中間連結貸借

対照表計上額

（百万円） 

取得原価 

（百万円）  

差 額  

（百万円）  

株式 11,638 8,818 2,820

債券 78,512 75,918 2,594

国債 30,126 29,098 1,027

地方債 19,488 18,699 789

社  債 28,897 28,120 777

その他 37,702 36,649 1,053

中間連結貸借対照

表計上額が取得原

価を超えるもの 

小計 127,854 121,385 6,468

株式 22,471 26,750 △4,278

債券 3,197 3,218 △20

国債 － － －

地方債 － － －

社  債 3,197 3,218 △20

その他 37,601 41,297 △3,696

中間連結貸借対照

表計上額が取得原

価を超えないもの 

小計 63,270 71,266 △7,996

合計 191,124 192,651 △1,527

 

 

 (金銭の信託関係) 

その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）(平成22年９月30日現在)  

 

中間連結貸

借対照表計

上額  

（百万円）

取得原価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

うち中間連

結貸借対照

表計上額が

取得原価を

超えるもの

(百万円) 

うち中間連

結貸借対照

表計上額が

取得原価を

超えないも

の 

(百万円) 

その他の金

銭の信託 
800 800 － － －

（注）「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳

であります。 

 

㈱富山第一銀行平成23年３月期第２四半期（中間期）決算短信

-22-



㈱富山第一銀行平成23年３月期第２四半期（中間期）決算短信

-23-



㈱富山第一銀行平成23年３月期第２四半期（中間期）決算短信

-24-



㈱富山第一銀行平成23年３月期第２四半期（中間期）決算短信

-25-



㈱富山第一銀行平成23年３月期第２四半期（中間期）決算短信

-26-



㈱富山第一銀行平成23年３月期第２四半期（中間期）決算短信

-27-



㈱富山第一銀行平成23年３月期第２四半期（中間期）決算短信

-28-



 

継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 
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